
東日本高速道路株式会社　代表取締役社長　小畠　徹

　次のとおり一般競争入札に付します。

(1)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

(2)

(3)

(4)

2-1.調達概要

(1)

(2)

(3)

(4)

入札公告（説明書）

令和4年6月20日

　なお、本件競争入札については、東日本高速道路株式会社が配布した入札者に対する指示書、仕様書等の
契約図書その他関係法令に定めるもののほか、この『入札公告(説明書)』に記載のとおり実施します。

第1　基本事項（調達手続の概要）

1-1.調達機関番号 417

1-12.単価表の提出 必要

1-5.契約責任者 東日本高速道路株式会社　代表取締役社長　小畠　徹

1-6.契約担当部署 東日本高速道路株式会社　総務・経理本部　経理財務部　調達企画課

(住所) 〒100-8979　東京都千代田区霞が関3-3-2

1-2.所在地番号 13

1-3.品目分類番号 2

1-4.契約件名 令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）

1-8.競争参加資格の確認 事前審査方式（通知型）

1-9.見積活用方式 対象

1-10.入札の方法 郵送入札（書留郵便又は信書便）

(TEL) 03-3506-0212

(Mail) ki-h-head@e-nexco.co.jp

1-7.競争契約の方法 一般競争入札

1-15.契約書の作成 必要

1-16.契約図書

本契約の内容となる契約図書は次のとおりとする。なお、本件競争入札に参加を希望する者（以下「競

争参加希望者」という。）及び契約責任者は、契約図書に拘束されることとし、その定める事項を遵守

しなければならない。

入札公告(説明書) 本書

1-11.落札者の決定方法 自動落札方式

1-13.入札保証 不要

1-14.契約保証 不要

金抜設計書 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service

競争参加資格確認申請書 本書（様式-1）のとおり

入札書 上記③に示す入札者に対する指示書様式1のとおり

購入契約書（単価契約） https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service

入札者に対する指示書 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service

仕様書 https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service

物件等数量 本書1-16(1)④に示す仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり

案件の仕様 仕様書のとおり

納入場所 仕様書のとおり

競争参加希望者は、上記(1)に示す契約図書について内容を十分に確認し理解する必要があり、その内

容を承諾のうえで本件競争入札に参加しなければならない。
競争参加希望者は、上記(1)①から⑦に示す契約図書のうちURLが記載されている図書については、東日

本高速道路株式会社のホームページよりそれぞれダウンロードして取得すること。

契約図書の交付期間 令和4年6月20日(月)から令和4年7月19日(火)まで

なお、上記期間を過ぎるとダウンロードできなくなるものもあるので注

意すること。

第2　調達手続に付する事項（調達概要）

納入期限 仕様書のとおり

mailto:ki-h-head@e-nexco.co.jp
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3-1.競争参加資格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

①資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。

1）

2）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

②人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。

1）

2）

3）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

　【役員の定義】

会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。

株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

d

会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

組合の理事

その他業務を執行する者であって、ⅰ）～ⅳ）までに掲げる者に準ずる者

　【管財人の定義】

民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人

審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）において、東

日本高速道路株式会社から「地域3（関東支社が所掌する区域）」において、取引停止措置を受けてい

ないこと（東日本高速道路株式会社が「地域3（関東支社が所掌する区域）」において講じた取引停止

措置期間（期首及び期末の日を含む）との重複がないこと）。
審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）において、入

札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札者

に対する指示書1［1］「入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願い」の②（1）の記載に抵触す

るものではないことに留意すること。

子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。）

と親会社等（同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

ただし、1）については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第2条第3項第2号に

規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第2条第4号に規

定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第2条第7項に

規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
一方の会社等の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役

員を現に兼ねている場合
一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下同

じ。）を現に兼ねている場合

第3　調達手続に参加するための条件等

　本件競争入札に参加することのできる者（以下「入札者」という。）は、次に示す事項をすべて満たす者

とし、本書1-16(1)⑥に示す「競争参加資格確認申請書」を契約責任者に提出した競争参加希望者のうち、契

約責任者が競争参加資格があると認めた者とする。
審査基準日（本書3-2(2)①に示す「競争参加資格確認申請書」の提出期限の日をいう。以下同じ。）に

おいて、東日本高速道路株式会社の契約規程実施細則第6条（本書1-16(1)③に示す「入札者に対する指

示書《以下「入札者に対する指示書」という。》」1［2］を参照のこと。）の規定に該当しない者であ

ること。
審査基準日において、ENEOS株式会社を含み、かつ出光興産株式会社又はコスモ石油マーケティング株
式会社のいずれかを含む合計２社以上の石油元売会社のサービスステーションにおいて、給油サービス
の提供が可能であることを証明した者であること。

審査基準日において、受注者が発行する給油カード又は受注者が提携する会社が発行する給油カードを
用いて給油サービスの提供が受けられることを証明した者であること。

ⅴ）

ⅰ）

会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている取締役
ⅱ）

ⅲ） 会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員

（同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除く。）
ⅳ）



③その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

3-2.競争参加資格確認申請に必要な書類の作成及び提出

(1)

◇

◇

◇

◇

(2)

①提出期限

②提出場所
③提出方法

【競争参加資格確認申請書類】

1）

2）

【参考見積書】

1）封筒に、次に示す書類を入れて封かんしてください。

本書4-1(3)に示す「参考見積書」（様式-3、様式-4）

※「参考見積書」は、電子メールでの提出及び押印の省略はできません。

2）

ｱ.

ｲ.

ｳ. 「競争参加希望者名」（競争参加希望者が法人である場合は法人名のみで可）

1）封筒に、次に示す書類を入れて封かんしてください。

本書4-1(3)に示す「参考見積書」（様式-3、様式-4）

2）上記1)で封かんした封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載してください。

ｱ.

ｲ.

ｳ.

3）次に示す書類を封筒にすべて入れて封かんしてください。

ｱ. 上記(1)に示す「競争参加資格確認申請書類」

ｲ. 上記1)、2)に示す「参考見積書」を入れて封かんした封筒

4）上記3）で封かんした封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載してください。

ｱ.

ｲ.

ｳ.

3-3.競争参加資格の確認
(1)

※確認結果通知予定日　

給油カードの仕様が確認できる書類（パンフレット等）を様式-2に従
い添付すること。

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又

は人的関係があると認められる場合

競争参加希望者は、次に示す競争参加資格確認申請に必要な書類（以下「競争参加資格確認申請書類」

という。）を作成しなければならない。

必要書類 作成にかかる留意事項

競争参加資格確認申請書
（様式-1）

必要事項を記載のうえ記名押印すること。

その他補足事項については、入札者に対する指示書3［6]〔3〕①を参
照のこと。

本書1-6に示す契約担当部署（以下「契約担当部署」という。）

電子メール又は書留郵便等（電子メール、書留郵便等による提出方法の詳細は、入札者
に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。以下同じ）
※普通郵便、持参による提出は受け付けない。

競争参加資格確認申請書類を電子メールで提出し、参考見積書を書留郵便等で提出する場合

担当者連絡先届（[入札者に対する指示書様式5]）により、本件競争入札で文書の送受信に使用

する電子メールアドレスを契約担当部署まで届け出てください。
上記(1)に示す「競争参加資格確認申請書類」を担当者連絡先届で指定いただいた電子メールア

ドレスから契約担当部署宛アドレス≪ki-h-head@e-nexco.co.jp≫に提出してください。

なお、電子メールによる提出の場合は、押印の省略が可能です。

上記1)で封かんした封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載したうえで書留郵便等によ

り提出してください。

自動車給油サービス提供
可能証明書 （様式-2）

競争参加希望者は、本件競争入札に参加するため、上記(1)で作成した競争参加資格確認申請書類及び

本書4-1(3)④に示す参考見積書を提出しなければならない。

令和4年7月19日(火) 16時（必着）

本書3-1(2)及び3-1(3)に示す競争参加資格を満たす内容を記載するこ
と。

「競争参加希望者名」（競争参加希望者が法人である場合は法人名のみで可）

『競争参加資格確認書類在中』

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

「競争参加希望者名」（競争参加希望者が法人である場合は法人名のみで可）

契約責任者は、競争参加希望者からの競争参加資格確認申請書類に基づき、当該競争参加希望者の競争
参加資格の有無、その他必要な事項について確認を行い、次に示すとおりその確認結果を通知する。

令和4年7月28日(木)

『参考見積書在中』

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

競争参加資格確認申請書類及び参考見積書を書留郵便等で提出する場合

『参考見積書在中』

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

mailto:ki-h-head@e-nexco.co.jp


(2)

(3)

第4　見積活用方式

4-1.見積活用方式
(1)

(2)

(3) 入札者は、見積対象項目の参考見積書を、次に示すとおり提出しなければならない。

①提出期限

②提出場所

③提出方法

④提出書類

(4)

(5)

①提出期限

②提出場所

③提出方法

④提出書類

(6)

(7)

(8)

(9)

書留郵便等（普通郵便、持参による提出は受け付けない。）

参考見積書は、本書3-2(2)③に示す手順に従い封かんし、提出すること。

参考見積書（様式-3、様式-4）

提出書類 作成にかかる留意事項

参考見積書
（様式-3、様式-4）

◇必要事項を記載のうえ記名押印すること。

上記(1)に示す確認結果通知の内容に疑義がある競争参加希望者は、契約責任者に対し、その説明を請
求することができる。なお、説明の請求にかかる事項については、当該確認結果通知において示すもの
とする。
その他競争参加資格の確認にかかる留意事項として、入札者に対する指示書4［7]〔1〕及び[8]を参照
のこと。

本件は、入札前に入札者に対し東日本高速道路株式会社が指定する項目に係る参考見積書の提出を求
め、その参考見積書を活用して契約制限価格の設定を行う見積活用方式（以下「本方式」という。）の
対象調達である。
本方式は、東日本高速道路株式会社が金抜設計書の摘要欄に「見積対象」と記載した項目（以下「見積
対象項目」という。）について、入札者から参考見積書の提出を求め、参考見積書提出後東日本高速道
路株式会社が、参考見積書に記載された内容（設計図書の性能・機能や施行条件等を満たす条件で算定
されたものであるか、適正な算出方法により算定されたものであるか）について確認を行い、確認過程
で必要に応じて見積内容に関する問合せを入札者に対し行い、参考見積書に変更が生じる場合に当該入
札者に訂正参考見積書の提出を求めるなどした後、東日本高速道路株式会社が最も適正な価格であると
認めた参考見積書又は訂正参考見積書（これら以下「最終参考見積書」という。）を活用して契約制限
価格の設定する方式をいう。

本書3-2(2)①に示す競争参加資格確認申請書類の提出期限に同じ

契約担当部署

本書5-1(2)⑤に示す手順に従い封かんし、提出すること。

訂正参考見積書（様式-3、様式-4）

提出書類 作成にかかる留意事項

訂正参考見積書
（様式-3、様式-4）

◇必要事項を記載のうえ記名押印すること。

参考見積書提出後、東日本高速道路株式会社が行う見積内容の確認過程において、見積内容等に疑義が
生じた場合など必要に応じて入札者に対し確認を行う参考見積書に関する問合せは、令和4年7月29日
(金)から令和4年8月3日(水)までの間を予定しており、競争参加資格確認申請書に記載された入札者の
担当者宛に連絡を行う。
なお、参考見積書に関する問合せの方法は、電子メールまたは電話方式（以下「電子メール等」とい
う。）によることを想定しており、詳細な実施方法や日時については別途連絡を行うものとする。

訂正参考見積書の提出期限等

入札者は、上記(4)の問合せにおいて、参考見積書の内容に訂正が必要となった場合は、次に示すとお
り訂正参考見積書を提出しなければならない。

本書5-1(2)①に示す入札に必要な書類の提出期限に同じ

契約担当部署

書留郵便等（普通郵便、持参による提出は受け付けない。）

なお、上記(4)による問合せが無かった入札者及び上記(4)による問合せがあった者で訂正の必要が無い
入札者であっても、入札者自らが参考見積書に訂正が必要と判断した場合においては訂正参考見積書を
提出することができる。
上記(3)又は必要に応じて上記(5)に示す提出期限までに参考見積書又は訂正参考見積書の提出がされな
い場合は、当該入札者は、以後の入札手続きに参加することができないものとする。また、当該入札者
がその後に入札を行った場合であっても、その入札は無効として取扱う。
入札者は、最終参考見積書に基づいた入札を行うものとするが、最終参考見積書に記載された見積対象
項目の総額は、入札時に最終参考見積書を超えない限り変更ができるものとし、最終参考見積書に記載
された見積対象項目の総額を超える場合には、当該入札者が行った入札は無効とする。
入札者は、入札書を当社に提出するまでの間は、いつでも自由に入札を辞退することができる。また、
辞退を理由として不利益な取り扱いはしない。
最終参考見積書において、当社が指定した項目の名称、単位、数量等が著しく異なる場合は、入札者に
異なる理由等について聞き取りを行ったうえ、聞き取りを行った事由が不適当と認められる場合は、当
社に対する入札妨害行為があったものと判断し、当該入札者に対し、当該調達に係る競争参加資格を取
り消す場合があるほか、競争参加資格停止等の措置を講じる場合がある。



第5　入札・開札及び落札者の決定

5-1.入札に必要な書類の作成及び提出

(1) 入札者は、次に示す入札書及び単価表を作成しなければならない。

◇

◇

◇

(2)

①提出期限

②提出場所

③提出方法

④提出書類

1）封筒に、次に示す書類をすべて入れて封かんしてください。

ｱ. 上記(1)に示す「入札書」（入札者に対する指示書様式1）

ｲ. 上記(1)に示す「単価表」（様式-5）

2）上記1)で封かんした封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載してください。

ｱ.

ｲ.

ｳ.

3）

本書4-1(5)④に示す「訂正参考見積書」（様式-3、様式-4）

4）上記3）で封かんした封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載してください。

ｱ.

ｲ.

ｳ.

5）

ｱ.

ｲ.

ｳ.

5-2.開札

①

② 東日本高速道路株式会社　本社14階入札室

5-3.落札者の決定及び通知
(1)

6-1.使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。

6-2.質問の受付

(1) 本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。

①受付期間

②受付場所

③受付方法

(2) 上記(1)の質問に対する回答については、次に定めるとおり行う。

入札書（入札者に対する
指示書様式1）

金額は総価とし、業務に関する一切の費用を含めた額を記載すること

記載にあたっては、入札者に対する指示書5［9]を参照のこと。

単価表（様式-5） 入札書に記載の入札金額に対応するものとし、東日本高速道路株式会

社が指定する単価項目ごとに、単価、数量及び合計金額等を記載する

こと。
入札者は、上記(1)で作成した入札書、単価表及び4-1(5)④に示す訂正参考見積書（必要な場合のみ）

を提出しなければならない。

必要書類 作成にかかる留意事項

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

「入札者名」（入札者が法人である場合は法人名のみで可）

◇以下、参考見積書の内容に訂正が必要となった場合のみ適用

上記1)、2)で作成した封筒とは別の封筒に、次に示す書類をすべて入れて封かんしてくださ
い。

『訂正参考見積書在中』

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

令和4年8月10日(水) 16時（必着）

契約担当部署

書留郵便等（普通郵便、持参による提出は受け付けない。）

入札書、単価表及び訂正参考見積書（必要な場合のみ）を提出すること

⑤入札者は、次に示す入札書、単価表及び訂正参考見積書を次の手順に従い封筒に入れ封かん
　すること。

『入札書在中』

場 所

契約責任者は、開札の結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、最低の入札価格
をもって本件の契約価格を決定し、当該入札者を落札者と決定する。

第6　その他

入札公告日から令和4年8月2日(火)16時まで

契約担当部署

質問書面（様式自由）を書留郵便等又は電子メールにより提出（普通郵便、持参による

提出は受け付けない。）

なお、書面には、回答を受ける窓口担当の部署、氏名、電子メールのアドレス並びに電

話及びFAX番号を併記するものとする。

「入札者名」（入札者が法人である場合は法人名のみで可）

上記1)、2）及び3)、4）で作成した封筒を、別の封筒にすべて入れて封かんし、次に示す事項

をすべて記載してください。

『入札書類在中』

「令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）」

「入札者名」（入札者が法人である場合は法人名のみで可）

開 札 日 時 令和4年8月22日(月) 15時



①回答予定日 質問書を受け取った日の翌日から原則として平日5日以内

②回答方法

6-3.入札の無効 入札者に対する指示書5［20]に該当する入札は無効とする。

6-4.苦情の申立て

東日本高速道路株式会社のホームページ（「入札公告・契約情報検索」の「令和４年
度　自動車給油サービス契約（単価契約）」の「案件情報」内の「備考」）に掲載す
る。
≪https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service≫

本入札手続における競争参加資格の確認又はその他手続に不服がある者は、政府調達苦

情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情検討委員会事務局,電話03-5253-2111（代

表）)に対して苦情の申立てを行うことができる。

https://www.e-nexco.co.jp/bids/public_notice/search_service


（様式-1）

令和　　年　　月　　日

代表取締役社長　小畠　徹　　殿

(印)

・

・

・

1．入札公告の3-2(1)に示す自動車給油サービス提供可能証明書（様式-2）

以　上

注1

担 当 者 氏 名

競争参加資格確認申請書

東日本高速道路株式会社

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

今後、落札者決定までの間において上記宣誓事項に変更が生じた場合、速やかに書面を
もって契約責任者宛に申し出ます。

記

 「入札に参加しようとする者の間の資本関係又は人的関係」については、別紙「競争参加
が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」をご確認ください。なお、申請にあ
たり別紙1の提出は不要です。

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

e-mail ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

　令和4年6月20日付けで入札公告のありました（件名）令和４年度　自動車給油サービス
契約（単価契約）に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて
申請します。
　なお、上記入札公告において示された競争参加資格にかかる要件について、以下のとお
り宣誓するとともに、添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

当社は、東日本高速道路株式会社契約規程実施細則第6条に該当する法人ではありませ
ん。なお、同条第４項第六号に関しては、排除要請等の対象法人ではありません。

当社と資本関係又は人的関係にある者は、上記件名の入札手続きには参加しません。



別紙1「競争参加が制限される入札参加者間の資本関係又は人的関係」



様式-2

【記載方法】
3-1（2）について
〇給油サービスの提供が可能である石油元売会社名及び合計社数をチェック欄に記載すること。

3-1（3）について
〇以下に関する事項について、チェック欄の「可」または「否」に「〇」を記載すること。

自動車給油サービス提供可能証明書

会社名

本書の条項 競争参加資格 チェック欄

 ・受注者が発行する給油カード又は受注者が提携する会社が発行する給油カードを用いて給油サービスの提供
　が受けられること。

※以下のいずれかの事項に該当した場合は、当社が求める自動車給油サービス提供条件を満たしていないため、本
件における競争参加資格はありません。
①給油サービスが提供可能な石油元売会社が２社未満の場合
②給油サービスが提供可能な石油元売会社として、ＥＮＥＯＳ株式会社を含まない場合
③給油サービスが提供可能な石油元売会社として、出光興産株式会社及びコスモ石油マーケティング株式会社のい
   ずれも含まない場合
④受注者が発行する給油カード又は受注者が提携する会社が発行する給油カードを用いて給油サービスの提供が
　 受けられることが「否」である場合。

【自動車給油サービス提供可能証明書の添付書類】
○全ての給油カードの仕様を確認することができる書類（パンフレット等）

3-1（2）

審査基準日において、ENEOS株式会社を含み、かつ出光
興産株式会社又はコスモ石油マーケティング株式会社のい
ずれかを含む合計２社以上の石油元売会社のサービスス
テーションにおいて、給油サービスの提供が可能であること
を証明した者であること。

・ＥＮＥＯＳ株式会社
・
・
・
・
・
　　　　　　　　　　　合計●社

3-1（3）

審査基準日において、受注者が発行する給油カード又は
受注者が提携する会社が発行する給油カードを用いて給
油サービスの提供が受けられることを証明した者であるこ
と。

可　　・　　否



様式-3

令和　　年　　月　　日

代表取締役社長　小畠　徹　　殿

印

１．参考見積書

以　　上

代 表 者 氏 名

参考見積書の提出

東日本高速道路株式会社

住 所
商号又は名称

※参考見積書の訂正が必要となった場合は、「表題」「記述」「別記」の３箇所に記載の
「参考見積書」を「訂正参考見積書」と記載して提出してください。

担 当 者 氏 名

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号
e-mail ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

　令和4年6月20日付けで入札公告のありました（件名）令和４年度　自動車給油サービス
契約（単価契約）に係る見積活用方式対象項目の参考見積書を下記の書類を添えて提出し
ます

記



様式-４

（単位：円）

1 ハイオクガソリン ㍑ 4,000 164.7 見積対象 【Ｄ】

2 レギュラーガソリン ㍑ 2,832,000 154.9 見積対象 【Ｅ】

3 軽油 ㍑ 968,000 139.6 見積対象 軽油引取税 32.1 ①軽油引取税を除いた単価 ②消費税及び地方消費税対象額【Ｆ】 ③軽油引取税対象額【Ｇ】

【記入上の注意】

（１）経済産業省資源エネルギー庁の指定する団体が調査・公表した「給油所小売価格調査」に基づく令和４年５月１６日時点（令和４年５月１８日１４：００公表）の全国平均単価（消費税込）から消費税を除いた額を基準価格とし、
　　１．ハイオクガソリン１６４．７円、２．レギュラーガソリン１５４．９円、３．軽油１３９．６円（軽油引取税額は含む）とする。

（２）値引単価は、入札参加者が提供する場合の値引き額を記載すること。

（３）給油単価は、基準価格から値引単価を差し引いた後の単価（消費税抜き）を記載すること。

（４）値引単価及び給油単価は、１０銭単位とし「●●●．●円（コンマ何円）」と記載すること。

（５）金額は、小数点第１位を四捨五入し、円単位にて記載すること。

（６）軽油については、備考欄に以下の①～③を記載すること。
　　　①軽油引取税を除いた単価 　　　： 給油単価－軽油引取税（３２．１円）
　　　②消費税及び地方消費税対象額 　： 数量（968,000㍑）×①軽油引取税を除いた単価
　　　③軽油引取税対象額　　　 　　　： 数量（968,000㍑）×軽油引取税（３２．１円）

（７）合計欄には、「軽油引取税対象額」を除いた額を記載すること。

 注１ 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない。
 注２ 参考見積書の訂正が必要となった場合は、「表題」に記載の「参考見積書」を 「訂正参考見積書」と記載して提出すること。

【Ｄ】＋【Ｅ】＋【Ｆ】合計

参考見積書

№ 項目 単位 数量

≪基準価格≫
R4.5.16時点

全国平均単価
（税抜き）

【Ａ】

金額
数量×【Ｃ】

備考
値引単価

【Ｂ】
給油単価

【Ａ】－【Ｂ】＝【Ｃ】

（件名）　令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）

摘要



様式-５

（単位：円）

1 ハイオクガソリン ㍑ 4,000 164.7 見積対象 【Ｄ】

2 レギュラーガソリン ㍑ 2,832,000 154.9 見積対象 【Ｅ】

3 軽油 ㍑ 968,000 139.6 見積対象 軽油引取税 32.1 ①軽油引取税を除いた単価 ②消費税及び地方消費税対象額【Ｆ】 ③軽油引取税対象額【Ｇ】

【記入上の注意】

単価表

（件名）　令和４年度　自動車給油サービス契約（単価契約）

№ 項目 単位 数量

≪基準価格≫
R4.5.16時点

全国平均単価
（税抜き）

【Ａ】

値引単価
【Ｂ】

給油単価
【Ａ】－【Ｂ】＝【Ｃ】

金額
数量×【Ｃ】

（１）経済産業省資源エネルギー庁の指定する団体が調査・公表した「給油所小売価格調査」に基づく令和４年５月１６日時点（令和４年５月１８日１４：００公表）の全国平均単価（消費税込）から消費税を除いた額を基準価格とし、
　　１．ハイオクガソリン１６４．７円、２．レギュラーガソリン１５４．９円、３．軽油１３９．６円（軽油引取税額は含む）とする。

（２）値引単価は、入札参加者が提供する場合の値引き額を記載すること。

（３）給油単価は、基準価格から値引単価を差し引いた後の単価（消費税抜き）を記載すること。

（４）値引単価及び給油単価は、１０銭単位とし「●●●．●円（コンマ何円）」と記載すること。

（５）金額は、小数点第１位を四捨五入し、円単位にて記載すること。

（６）軽油については、備考欄に以下の①～③を記載すること。
　　　①軽油引取税を除いた単価 　　　： 給油単価－軽油引取税（３２．１円）
　　　②消費税及び地方消費税対象額 　： 数量（968,000㍑）×①軽油引取税を除いた単価
　　　③軽油引取税対象額　　　 　　　： 数量（968,000㍑）×軽油引取税（３２．１円）

（７）合計欄には、「軽油引取税対象額」を除いた額を記載すること。
　
 注１ 上記各単価には消費税及び地方消費税は含まない。

備考

【Ｄ】＋【Ｅ】＋【Ｆ】

摘要

合計



１． 入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類は次のとおりです。

①

提出方法

⑤

⑥

提出方法

※

２． その他
●

●

競争参加資格確認申請に必要な書類

【入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類の確認事項】

入札及び競争参加資格確認申請に必要な書類について、提出前に今一度、不足がないか確認してく
ださい。

必要な書類 チェック欄 提出期限

本書3-2(1)に示す競争参加資格確認申請書 様式-1 □

②
本書3-2(1)に示す自動車給油サービス提供可
能証明書

様式-2 □
令和4年7月19日(火)

16時必着様式-2の
添付書類 □

③ 本書4-1(3)④に示す参考見積書
様式-3 □
様式-4

①②は電子メール（担当者連絡先届提出者のみ）又は書留郵便等、③は書留郵便等に
なっているか（普通郵便、持参は不受理） □

入札に必要な書類

④
本書4-1(5)④に示す訂正参考見積書
（参考見積書の内容に訂正が必要となった場
合のみ）

様式-3
□様式-4

「入札者に対する指示書」５［９］に定める
入札書 □

令和4年8月10日(水)
16時必着

本書5-1(1)に示す単価表 様式-5 □

書留郵便等になっているか（普通郵便、持参は不受理） □

競争参加資格確認申請に必要な書類の提出方法については、本書3-2(2)を、参考見積の提出
方法については、本書4-1（3）及び（5）を、入札に必要な書類の提出方法については、本書
5-1(2)を確認してください。

提出いただいた競争参加資格確認申請書類及び入札に必要な書類は、東日本高速道路株式会
社において記載漏れ等の不備の確認は一切行いませんので、入札者の責任により書類を確認
してください。書類に記載漏れ等不備があった場合、入札に参加できません。（入札者に対
する指示書３[６]〔２〕（３）を参照）

競争参加資格確認申請書類及び入札に必要な書類は、提出期限を経過した後、差替え、再提
出はできません。


